
県営土地改良事業計画の概要

ため池等整備事業

上三谷客地区



県営土地改良事業（ため池等整備事業・上三谷客地区）計画概要書 

 

第１章 目的 

 本ため池は、上三谷地区の主要な貯水施設で 49.8ha の受益地に用水を供給している。愛媛県

では、東日本大震災を契機にため池などの重要施設の耐震診断を進めており、上三谷客池につい

ては、平成 24 年度に耐震診断を実施しており、その結果、地震時の堤体の安定に問題があるこ

とが判明した。 

また、伊予市が作成したハザードマップでは、上三谷客池が決壊した場合、多数の人家が被害

を受けるだけでなく、公共性の高い施設や各事業者の事業所の被害が予想されている。今後、南

海トラフ地震発生が危惧されている中、農業生産の維持や農業経営の安定を図ることはもとより、

地域住民の暮らしの安全（生命・財産、公共性の高い施設の被害防止など）のためにも、本ため

池の耐震性向上は緊急の課題となっている。 

 このため、本事業により耐震対策工事を実施し、堤体の安定化を図ることで、地域の農業資源

の保全とともに、地域住民の安全・安心を確保することを目的としている。 

 

第２章 地域の所在及び現況 

第１節 地域の所在 

  愛媛県伊予市上三谷地内 

 第２節 現況 

  本地区は、伊予市中心部の東側に位置し、地域の中心を県道砥部伊予松山線が縦貫しており、

沿線には農地や住宅が広がっている。 

気候は温暖寡雨な瀬戸内式気候であり、年中温暖で年間降水量が極めて少ないことから、周

辺には比較的規模の大きなため池が築造されている。 

 

第３章 基本計画 

 第１節 計画の要旨 

   本ため池は、伊予市上三谷の主要な貯水施設で江戸時代頃に築造され、昭和 41 年に改修が

行われているが、耐震診断の結果、地震時の堤体の安定に問題があることが判明したため、耐

震化対策工事を実施するものである。 

 第２節 環境と調和への配慮 

本ため池を含む周辺地域は、伊予市田園環境整備マスタープランにおいて環境配慮区域に位

置付けられていることから、地域住民・有識者の意見を踏まえ、事業実施期間中の汚濁水防止

に努め、自然生態系に対する負荷を最小限に抑える対策を行う。 

 

第４章 工事及び管理の要領 

 第１節 主要工事の内容 

  農業用ため池改修補強 N＝１式 

堤体工 H=11.6m、L=336.0m 

 第２節 管理の要領 

  (1) 管理者         上三谷区が管理する。 

(2) 管理すべき施設の種類  農業用ため池 １箇所 

 



第５章 換地計画の要領 

 該当なし 

 

第６章 費用の概算 

                    （単位：千円） 

科  目 金  額 

工 事 費 ７８２，０００ 

測 量 及 び 試 験 費 ３８，０００ 

用 地 費 及 び 補 償 費 ２０，０００ 

事 業 費 計 ８４０，０００ 

工 事 雑 費  

事 業 主 体 事 務 費 ４２，０００ 

合 計 ８８２，０００ 

 

第７章 効  用                   

 ため池の耐震対策により、ため池下流の農地、農業用施設等の安全が確保される。 

 

第８章 他事業との関連 

なし 

 

第９章 計画概要図 

 別紙のとおり 



県 内 位 置 図

N

伊予市

上三谷客池

主要地方道伊予川内線

県
道
219号

所在地 愛媛県 伊 予 市
い よ し

上 三
か み み

谷
た に

縮 尺 1/25,000

凡    例

高速道路

国 道

主要地方道

県 道

国
道
5
6
号

県 営 土 地 改 良 事 業 （ た め 池 等 整 備 事 業 ） 上三谷客地区 事業計画一般図

凡    例 面積 (ha)

た　め　池 1.3

受 益 区 域 49.8

被 害 区 域 126.5

堤体工 H=11.6m L=336m

(A区間L=150m B区間L=186m)

令和8年～令和15年

事　業　概　要

受 益 面 積 49.8ha

事 業 主 体 愛媛県

事 業 費 840,000千円

関 連 事 業 -

主
要
工
事

工 期

電子地形図25,000(国土地理院)を加工して作成

JR
予
讃
線

松
山
自
動
車
道

(Ａ断面)

標準断面図

3.50 0.93 1.65

5
.0

0

5.00

0.
50

5.00

3
.5

0

DL=50.00

地山風化土1（W1-Ss・Sh)

地山風化土2（W2-Ss・Sh)

盛土（B）

地山風化土2（W2-Ss・Sh)

1:0.5

腰積ブロック

水平ドレーン

ランダム土（流用土）

上流側 下流側上流側

1:2
.1 1:2

.1

改良盛土

EL=57.52

1:1.8
1:1

.9

1:2.0

1.00

45
°
0'
0"

2.912.87

14.99

2.021.47

6.26

2.603.181.006.481.505.80

EL=59.19布製型枠

SL=
7.2

0

布製型枠

SL=
3.6

0

0
.7
0FWL=58.22

C=50k/m2

EL=54.44

EL=52.17

底樋高さ　Ｈ＝50.658m

3.
7
8

3.
78

7
.5
6

(Ｂ断面)

標準断面図

1:1. 8

盛土2（Ｂ2）

砂レキ層1(gr1)

盛土1(不透水ゾーン）（Ｂ1）

盛土3（Ｂ3）

砂レキ層2(gr2)

砂レキ層1(gr1)

砂レキ層2(gr2)

1:0.5

腰積ブロック

1:1
.8

水平ドレーン

改良盛土

コア土（流用土）

③　堤体改良盛土入替工法

上流側

②　堤体盛土入替工法

下流側

1:2
.1

1:2
.1

1:1
.9

1:2.0

3.
50

EL=50.50底樋高さ　Ｈ＝50.658m

ランダム土（流用土）

改良盛土C=75kN/m2

中層混合地盤改良
C=150kN/m2

1.652.07

45
°
0'
0"

5.
0
0

0.52

1.35

1.14

5.67

EL=57.92

C=50kN/m2EL=59.19

布製型枠

SL=
3.6

0

EL=57.52

布製型枠

SL=
7.2

0

FWL=58.22

1.006.471.5010.983.316.13

EL=54.44

3.
78

3.
78

7.
56

5
.5

0

3.00

基礎地盤 EL=48.93

H=
11

.5
8

中層混合地盤改良
C=150kN/m2

8.00

12.44

0
.5

0

1.00

2.00

5
.2

3

3.01 17.07

DL=40.00

EL=60.51



 

県営土地改良事業（ため池等整備事業・上三谷客地区）における事業費等の

負担区分の予定及び地元負担の予定基準 

 
 
１ 事業費の負担区分の予定 

 
 

 

２ 地元負担の予定基準 

   地元負担金 92,400,000 円は、土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第

91 条第 6 項の規定に基づき伊予市が負担し、県へ納入する。 

  

単位：円

負担
割合

負担
割合

882,000,000 840,000,000 100% 42,000,000 100%

国庫補助金 462,000,000 462,000,000 55% 0 －

県費負担金 327,600,000 285,600,000 34% 42,000,000 100%

地元負担金 92,400,000 92,400,000
市：11%
受益者：- 0 －

内
訳

事業費

うち工事費

金額

うち事務費

地元負担金の内訳 単位：円

負担
割合

伊予市 92,400,000 11%

受益者 0 -

計 92,400,000 11%

地元負担金
地元負担金区分


